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DXスタートアップ成長支援ファンド 

無限責任組合員募集要項 

 

第 1 本事業の目的 

新型コロナウイルス感染症は、人々の生活様式や企業を取り巻くビジネス環境を大きく変化させるとともに社会

のデジタル化を急速に押し進め、企業の DX（デジタルトランスフォーメーション）への取り組みは今後の成長を左

右する極めて重要な要素となっている。 

これは同時に、従来からデジタル化の普及が遅れていた産業分野や、古い制度やシステムにとっては、生産性

を向上させ、経営改革や働き方改革を促進する絶好の機会と捉えることもできる。 

 

都は、ポストコロナ時代に向けた経済・産業の成長、発展のキードライバーとなるデジタルトランスフォーメーショ

ンを推進するスタートアップ支援において経験と実績のあるファンドに出資し、ファンドを通じて将来ネクストユニコ

ーンとなる潜在力を持つスタートアップを創出し、AI（人工知能）や仮想現実等のディープテックを活用した医療、

教育、金融等の社会性・公共性のある分野におけるデジタル化の流れを加速し、都内産業の“稼ぐ力”を強化す

る。 

 

また、出資に当たっては、投資家層の拡大に積極的に取り組むファンドを評価し、海外諸国と比較して、規模の

小さい我が国のスタートアップ支援の強化も期待している。 

 

【ファンドスキームのイメージ】 

 
※ 募集対象は、上記図ファンドを組成・運営する無限責任組合員 

※ 詳細は、別紙要件を参照のこと。なお、上記図はイメージを示したもの。 

 

第 2 主な審査項目 

1 医療、教育、金融等の社会インフラにおけるＤＸスタートアップについて、シードステージから支援

し、成長につなげた経験と実績 

2 国内外の幅広い投資家からの出資を受け入れることができる体制 

3 ファンド投資におけるＥＳＧへの取り組み 
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第 3 応募資格 

1 金融商品取引法その他のファンド規制を遵守して、自らが無限責任組合員となり、本要項を満たすフ

ァンドを組成し運用を行うことのできるもの 

2 「ＤＸスタートアップ成長支援ファンド無限責任組合員募集における主な要件」（別紙 3）を満たし

ているか、又は満たすことのできるファンドを運用している、若しくは運用する予定であるもの 

3 以下のいずれかに該当する法人等は応募することができない。 

(1) 一般競争入札の参加者の資格（地方自治法施行令第１６７条の 4）に規定された各号の要件に該

当するもの 

(2) 東京都から指名停止措置を受けているもの 

(3) 事業税その他租税の未申告・滞納があるもの 

(4) 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続開始申立、又は民事再生法（平成１１年法律

第２２５号）に基づく民事再生手続開始申立がなされているもの 

(5) 破産法（平成１６年法律第７５号）に基づく破産者で復権を得ないもの 

(6) 過去２年以内に銀行取引停止処分を受けているもの 

(7) 債務不履行により所有する資産に対し、仮差押命令、差押命令、保全差押又は競売手続の開始決定

がなされているもの 

 

第 4 審査方法 

1 審査 

(1) 一次審査（提出書類に基づく書類審査） 

一次審査結果については、審査を通過した者に東京都から連絡を行う。 

※ 一次審査では、これまでのファンド運営の実績、及び本事業の目的との整合性について提出

された書類に基づいて審査を行う。 

(2) ファンド調査専門機関等による適正調査（デュー・ディリジェンス） 

(3) 二次審査（審査委員会での審査） 

二次審査を最終審査とし、結果については、採択の可否を書面にて通知する。 

2 注意事項 

(1) 一次審査を通過した応募者は、二次審査において提案内容についてのプレゼンテーションと質疑を行

うものとする。二次審査の詳細日程については、別途連絡する。 

(2) プレゼンテーション当日は、ファンド設立趣意書を基にプレゼンテーションを行うものとする。なお、東京

都が必要資料を別途明確に要求した場合を除き、プレゼンテーション当日は、追加資料の配布は一切

認めないので注意すること。 

(3) 審査結果に関する問い合わせ（不採択の理由等）には一切応じない。 

 

第 5 募集スケジュール 

1 募集期間 

令和３年５月１０日（月曜日）から５月２４日（月曜日）午後３時まで 

2 質問受付期間 
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令和３年５月１０日（月曜日）から５月１４日（金曜日）午後５時まで 

募集要項等の内容等について、上記の期間内で質問を受け付ける。 

(1) 質問方法 

質問を文章にて（様式自由）E-mailにより送付すること。 

E-mail（送付先）: S0000480@section.metro.tokyo.jp 

(2) 回答方法 

質問者に対して、E-mail にて回答を送付する。なお、東京都が必要と判断した場合には、質問者全員

に E-mailにて全質問及び回答を送付する。 

(3) 回答日 

令和３年５月１９日（水曜日）午後５時までに行う。 

3 書類提出受付期間 

令和３年５月１０日（月曜日）から５月２４日（月曜日）午後３時まで 

(1) 提出方法 

受付期間内に、郵送（必着）及び電子メールにて提出すること。 

注：郵送と電子メールとを併せて提出すること。 

注：提出後、都からの受領連絡（電子メール）を確認すること。 

(2) 提出先及び問合せ先 

東京都産業労働局金融部金融課ファンド担当 

〒163-8001 東京都新宿区西新宿二丁目 8番 1号 東京都庁第一本庁舎 19階北側 

電話 03-5320-4683／FAX 03-5388-1464 

E-mail: S0000480@section.metro.tokyo.jp 

4 一次審査結果通知（通過者のみ）  

令和３年５月３１日（月曜日）まで 

 

第 6 提出書類 

下記所定の書類（郵送）及び電子ファイル（電子メール）を提出すること。 

1 参加申込書（別紙 1参照）・・・1部 

2 ファンド設立趣意書（別紙 2参照）・・・1部 

3 PPM（Private Placement Memorandum）・・・1部 

4 契約書（LPA、既に設立されているファンドへの出資を希望される場合、最新版）・・・1部 

5 その他東京都が必要と認めた書類 

 

第 7 注意事項 

1 応募にあたっては、東京都が適格機関投資家でない点に留意すること。 

2 東京都から資料の提出や説明を求められた場合、応募者は速やかにその対応を行うこと。 

3 審査プロセスにおいて東京都が出資することが困難と判断される課題が見受けられる場合（応募者として速

やかな対応を行わない場合等）には、その後の審査は行わない。 

4 東京都は必要に応じて金融分野に精通した外部専門家及びその他必要な者を審査委員に加えることがで

mailto:S0000480@section.metro.tokyo.jp
mailto:S0000480@section.metro.tokyo.jp
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きる。 

5 東京都は、感染防止等の理由により自らの裁量において、事前の予告なく、本要項に定めるスケジュールや

手続について、変更又は中止等をすることができるものとする。また、東京都は、本要項に定めるスケジュー

ルや手続、又はこれらの変更若しくは中止等によって生じる、いかなる損害、損失又は費用に対しても、一

切の責任を負わないものとする。 

 

第 8 ファンド設立までの全体スケジュール（予定） 

令和３年５月  公募及び一次審査  

令和３年６月～７月  ファンド調査専門機関による適正調査（デュー・ディリジェンス） 

令和３年８月  二次審査及び無限責任組合員選定 

令和４年１月目途  ファンド出資 



 

 

（別紙1） 

令和   年   月   日 

参 加 申 込 書 
東京都知事  宛 

                                                会社名 

                                                代表者名                        印 

 

  当社は、DX スタートアップ成長支援ファンド無限責任組合員募集に関し、DX スタートアップ成長支援

ファンド無限責任組合員募集要項（別紙を含みます。）に記載の全ての事項（「DX スタートアップ成長支

援ファンド無限責任組合員募集における主な要件」（募集要項別紙 3）に記載の要件を含みます。）を承

諾した上で、下記のとおり参加申込みいたします。 

記 

1 東京都が出資する組合（ファンド） 

(1) 組合名（仮名でも可）：                 投資事業有限責任組合 

(2) 組合設立（予定）時期： 令和  年  月  日 

(3) 出資約束金額の総額（想定金額、現在金額） 

2 上記組合の無限責任組合員名 

 

3 添付書類（郵送及び電子ファイル） 

(1) 参加申込書・・・1 部 

(2) ファンド設立趣意書（募集要項別紙 2 参照）・・・1部 

(3) PPM（Private Placement Memorandum）・・・1 部 

(4) 契約書（既に設立されているファンドへの出資を希望される場合、最新版）・・・1部 

(5) その他東京都が必要と認めた書類 
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（別紙2） 

 

ファンド設立趣意書への主な記載内容 

 

1 運営会社の状況 

(1) 会社の業歴 

(2) 経営者・役職員の履歴 

(3) 組織体制 

 

2 ファンドスキーム 

(1) ファンドの基本概要 

① ファンドの名称/組織形態/投資方針/投資対象 

② コミットメント総額（直近額、及び想定する最大額）/LP構成 

③ 初回クロージング日/最終クロージング日/存続期間/投資期間 

(2) 投資体制 

① キーパーソンの略歴/ファンドへのコミットメント額 

② その他のメンバーの略歴、在籍年数（ターンオーバー等） 

(3) ファンドに係る費用、報酬 

① 管理報酬の料率、その他の費用（設立費用、追加出資に伴う費用等）、及びファンド出資

額とは別に支払いを必要とする費用等の有無 

② キャリード・インタレストの料率、ハードルレート、キャッチアップ、クローバック等の条件 

 

3 トラックレコード（これまでのファンド運営実績） 

(1) ファンドの名称/組織形態/投資方針/投資対象 

(2) コミットメント総額/LP 構成 

(3) 初回クロージング日/最終クロージング日/存続期間 

(4) 投資件数/コール済み額/回収金額/分配済み額 

(5) 投資倍率（ネット/グロス）、IRR（ネット/グロス）、DPI（実現倍率）及び TVPI（投資倍率） 

※DPI:分配金累計金額/Paid In Capital、TVPI:（分配金累計金額+NAV）/Paid In Capital 

(6) 個別投資先のパフォーマンス 

 

4 管理・レポーティング体制等 

(1) ミドル・バック担当者数（アウトソースしている場合はアウトソース先の体制を含む） 

(2) 各担当者の履歴、専門分野、担当分野 

 

5 政策的意義 

(1) 医療、教育、金融等の社会インフラにおける DX スタートアップについて、シードステ

ージから支援し、成長につなげた経験と実績 

(2) 国内外の機関投資家等からの出資受け入れに向けた体制整備の状況 
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※ 機関投資家が求める会計基準（IFRS、USGAAP 等）や評価基準（International Private 

Equity and Venture Capital Valuation Guidelines 等）に準拠した評価・決算体制、オフショアビ

ークル等を設立する場合は国際的な基準に準拠した法令遵守体制等 

(3) ファンド投資における ESGへの取り組み 

 

6 東京都が求める要件への対応 

(1) 民間資金等の参加要件（別紙 3「第 2 東京都の出資額」参照）： 

東京都の出資額を超える民間資金等を得られる確度 

(2) 都内中小企業要件（別紙 3「第 3 投資対象」参照）： 

組合契約書への追記の可否 

(3) 一括払い要件（別紙 3「第 4 出資金の払込方法・管理方法・分配方法」参照）： 

組合契約書への追記の可否 

(4) 投資委員会へのオブザーバー参加要件（別紙 3「第 5 東京都の関与」参照）： 

契約書への記載の可否 

(5) その他の法的要件（適格機関投資家の参加等）： 

適法にファンド設立ができる確度 
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（別紙3） 

 

DXスタートアップ成長支援ファンド無限責任組合員募集における主な要件  

 

第１ ファンドの基本スキーム 

1 東京都は、ファンドの有限責任組合員（LP）として出資する。 

2 東京都の出資するファンドは、新規に設立するファンドもしくは既に設立されたファンド、

又は既存ファンドと共同投資を行う目的で新規に設立するパラレルファンドを基本とす

る。 

3 ファンドの法的形式は、投資事業有限責任組合契約に関する法律（平成１０年法律

第９０号）に基づく投資事業有限責任組合とする。  

4 ファンドの出資約束金額の総額は、４０億円以上を目標とする。 

 

第２ 東京都の出資額  

東京都の出資額は、民間資金等（※注）の合計額又は２０億円のいずれか少ない方の額を

最大とする。 

（※注）民間及び東京都以外の公的機関の出資約束金額  

 

第３ 投資対象  

ファンドは、ファンドの第４事業年度末以降の毎事業年度末時点において、東京都内中

小企業（注１及び注 3に該当する企業で、注2に該当しない企業）に対する投資金額の合計

額が投資総額の７０％以上となるように投資しなければならない。  

なお、ファンドの投資先企業が東京都内中小企業に該当するかについては、当該投資先

企業に対する初回投資の時点において判断する。  

 

（注１）独立行政法人中小企業基盤整備機構法（平成１４年度法律第１４７号、その後の改正

を含む。）第２条第１項各号に定義される中小企業であり、具体的には以下①から⑦の

いずれかに該当するもの（以下「中小企業」という。）。 

① 卸売業を主たる事業として営む者にあっては、資本金の額もしくは出資の総額が

1億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が１００人以下の会社及び個

人  

② サービス業を主たる事業として営む者にあっては、資本金の額もしくは出資の総

額が５千万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が１００人以下の会社

及び個人。ただし、ソフトウェア業又は情報処理サービス業を主たる事業として営む

者については資本金の額もしくは出資の総額が３億円以下の会社並びに常時使

用する従業員の数が３００人以下の会社及び個人、旅館業を主たる事業として営

む者については資本金の額もしくは出資の総額が５千万円以下の会社並びに常

時使用する従業員の数が２００人以下の会社及び個人  

③ 小売業を主たる事業として営む者にあっては、資本金の額もしくは出資の総額が

５千万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が５０人以下の会社及び個

人  

④ 製造業、建設業、運輸業その他の業種（上記①から③までに掲げる業種を除

く。）を主たる事業として営む者にあっては、資本金の額もしくは出資の総額が３億

円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が３００人以下の会社及び個人。
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ただし、ゴム製品製造業 (自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに

工業用ベルト製造業を除く。)を主たる事業として営む者については、資本金の額も

しくは出資の総額が３億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が９００人

以下の会社及び個人  

⑤ 企業組合  

⑥ 協業組合  

⑦ 独立行政法人中小企業基盤整備機構法施行令（平成１６年政令第１８２号、そ

の後の改正を含む。）第１条第２項で定める組合及び連合会  

 

（注２）１社の大企業（中小企業以外の事業者をいう。以下同じ。）若しくはその役員から５０％

以上の出資を受けている中小企業又は大企業若しくはその役員から１００％の出資を受

けている中小企業（投資後に当該要件に該当しなくなることが明らかである場合を除

く。） 

（注３）東京都内に事業所を置く中小企業  

 

第４ 出資金の払込方法・管理方法・分配方法  

1 出資約束金額を確定した上での「一括払い」又は「キャピタルコールを含む分割払い」の

方式であること。 

2 東京都の出資金は、「一括払い」方式を原則とする。 

3 「一括払い」方式によって払い込まれた東京都の出資金については、「組合口座」とは別

に「東京都専用プール口座」を開設し、キャピタルコールに応じて「組合口座」への振替

送金とすること。 

4 「東京都専用プール口座」を含む出資金用の口座を適切に管理し、プール口座の入出

金等については、その詳細を月次で東京都に報告すること。 

5 ファンドは、東京都に分配した分配金の返還を求めないものとする。ファンドのポートフォ

リオ投資の処分に際して負担する補償債務等の支払のために、有限責任組合員に分

配金の返還を求める場合には、東京都への分配について、当該返還のために適切なリ

ザーブ又はエスクロー口座等を設定すること。 

 

第５ 東京都の関与  

1 東京都は、オブザーバーとしてファンドの投資委員会に出席できるものとする。 

2 東京都は、定期的に外部専門家を活用しながら、投資先企業の経営状況やファンド

の運営状況の把握を行うなどのモニタリングを実施し、無限責任組合員との意見交換

を行うことができるものとする。 

3 東京都は、無限責任組合員の財務内容等の経営状況やコンプライアンス態勢につい

て必要に応じ、報告を求めることができるものとする。 

 

第６ 報告義務  

1 無限責任組合員は、東京都に対し、ファンドの資産状況や投資先企業の概要等を記

載した報告書を定期的に提出するものとする。 

2 無限責任組合員は、有限責任組合員に対し、下記の事項に関し報告するとともに、有

限責任組合員から要請があった場合には、投資活動に関する情報の開示を行うものと

する。なお、（１）については投資実行の翌月末まで、（２）については発生後遅滞なく、

（５）については処分収入を得た翌月末までに報告を行うものとする。  
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(1) 投資実行した場合の投資先企業の概要、投資額等  

(2) 投資先企業に発生した次に掲げる重要な事情の内容等  

① 投資時点で予定されていなかった、合併、株式交換、株式移転、会社分割、

株式交付、事業譲渡、事業の休止又は廃止、破産、会社更生又は民事再

生の手続開始申立等  

② 上場承認  

(3) 投資先企業の１年ごとの収支、雇用その他の経営状況  

(4) 投資先企業に対するハンズオン支援の内容  

(5) 売却・償還等による処分収入を得た場合の売却先、売却方法、投資先企業の概

要、売却額等  

3 無限責任組合員は、東京都に対して運用報告会を年２回程度実施する。  

 

第７ 東京都の実施するアンケート及び事例紹介への協力義務  

無限責任組合員は、東京都が、投資対象先に対して行うアンケートの発送及び回収、並び

に事業承継の成功事例等の紹介について、合理的に可能な範囲で協力を行うものとする。 

 

第８ その他  

1 ファンド組成に当たって、東京都は適格機関投資家ではない点に留意すること。  

2 東京都は、ファンド出資に当たって、出資約束金額以外の形式での費用・手数料等

（設立費用、管理報酬、追加出資における経過利息等）の支払いには一切応じられな

い点に留意すること。 

3 東京都は東京都の定めた規則に従い会計処理を行うことに留意すること。 

4 東京都は、ファンド出資に際して法令、規則、公的機関による指導等を遵守する必要

があることに留意すること。 

5 無限責任組合員において法令その他コンプライアンス遵守のための体制が整備されて

いること。 

6 東京都に対する組合財産の分配（清算人による分配を含む。）については、株式等の

現物ではなく、金銭により行うこと。 

7 ファンドが利息及び配当金を受領する際には、源泉徴収義務者に対し、東京都は非

課税法人であることを通知し、適正な法人税法上の処理を行わせること。  

8 無限責任組合員は、東京都から検査・監査への協力を求められた場合、合理的に可

能な範囲において協力を行うこと。  

9 無限責任組合員は、東京都が、東京都及び東京都政策連携団体等が行う中小企業

向け支援施策との連携について、合理的に可能な範囲において協力を行うこと。  

 

第９ 反社会的勢力への対応  

1 無限責任組合員のすべての役職員及びすべての組合員が、契約時点において反社

会的勢力でないこと、ファンドの有効期間中の全期間において反社会的勢力に該当し

ないこと、及びファンドの終了後も反社会的勢力に該当するおそれがないことを、表明

し、保証すること。 

2 上記１に虚偽又は違反があることが判明した場合には組合員の除名事由に該当する

ものとするとともに、一切の責任を負うこと。 

3 ファンドの投資対象から反社会的勢力を除外すること。  
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